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平成 25 年 8月 27 日 

各      位 

会 社 名  株式会社山田債権回収管理総合事務所 

代表者名  代表取締役社長  山 田  晃 久 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード４３５１） 

問合せ先  

役職・氏名 常務取締役管理本部長 湯澤 邦彦 

電   話 ０４５－３２５－３９３３ 

 

特定労働者派遣事業の開始に関するお知らせ 
 

 当社は、平成 25 年８月 27 日の取締役会において、平成 25 年８月末をもって司法書士法

人、土地家屋調査士法人への出向を解除し、平成 25 年９月から特定労働者派遣の方法によ

り派遣を再開することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

記 
１．概 要 

当社グループは､「不動産･債権のワンストップサービス」を提供するため､専門性の高

い優秀な人材を保有しております。これまで、これらの人材を司法書士法人、土地家屋調

査士法人へ派遣事業を通じて派遣しておりましたが、派遣先での受入期間満了に伴い、出

向業務に切り替え、一時、派遣事業は休止しておりました。検討の結果、登記サービス業

務に係る出向業務を「特定労働者派遣事業」に切り替え、派遣事業を再開することにいた

しました。 
この変更により、専門性の高い優秀・有用な人材の有効かつ効率的な活用を徹底し、グ

ループ全体の安定収益・安定利益の実現をより確実なものにしていくことを目的としてお

ります。 
 

２．事業を再開する時期 
平成 25 年 9 月 1 日 
 

３．事業の再開のために特別に支出する予定額の合計額 
事業再開にあたり、重要性のある支出の予定はありません。 

 
４．今後の見通し 

今後、優秀・有用な人材を教育・研修の充実によってさらにレベルアップを図り、当

社グループ外（司法書士事務所、金融機関、一般事業会社等）への派遣、さらに、事業

再生に係わる業務に関する派遣等にも対象範囲を広げ、人材を有効かつ効率的に活用す

ること、また、将来的には、人材派遣業を当社グループ事業の成長戦略の一つとして育

成し、サービサー・ビジネス、エンディング・ビジネスと共に当社グループ事業の三本

柱の一翼を担い、より一層の収益拡大に貢献することを目指してまいります。 
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また、本内容は、平成25年８月２日発表の業績予想の修正には含まれておりません。 

なお、現段階において2013年12月期第３四半期・第４四半期業績への影響は精査中で

あり判明次第、速やかにお知らせいたします。 

以 上 


